
議案第３３号 

 

 

 

坂下辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）の規定により、坂下辺地に係る総合整備計画を別紙のとお

り定める。 

 

 

 

平成３０年２月２６日提出 

 

 

飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

坂下辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するため 

 



様式３ 

総合整備計画書 

（第  次変更） 

 

岐阜県飛騨市 坂下辺地 

（辺地の人口１９９人、面積 １０６．２ｋ㎡） 

 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 

     飛騨市宮川町 打保、戸谷、桑野、杉原、小豆沢、巣納谷、祢宜ケ沢上、中沢上、 

塩屋、洞、万波、加賀沢、鮎飛、山之山 

 

（２）辺地の中心位置 

     飛騨市宮川町打保字長おさ１６７番１ 

  

（３）辺地度点数 

    １７４点 

 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

（１）辺地の地勢 

      当該辺地は、飛騨市宮川町の北部に位置する山間地で、市の中心から約２５ｋｍ

の距離にあります。 

地域内を走る一般国道３６０号は、飛騨市内の中央部へ向かうための主要道路で

あり、国道沿いに集落が形成されています。 

気象条件は日本海側気候に属し、特別豪雪地帯となっています。 

       

 

 （２）施設整備を図ることが特に必要な事情 

１ 道路 

   当該地区は公共交通機関の整備が不十分なことから自動車は重要な交通手段

となっていますが、老朽化等により道路の安全性が低下しているため、住民の安

全確保に支障をきたす恐れがあることから、道路を整備する必要があります。 

 

２ 診療施設 

 辺地であることから、診療所を開設しておりますが、古い施設のため耐震化工

事を行う必要があります。 

また、電子カルテや診療に必要な機器を整備する必要があります。 

 

３ 消防施設 

消防団用の可搬ポンプ等の施設の整備は完了していますが、順次更新する必要 

      があります。 

 

４ 下水処理施設 

住居が点在することにより下水道施設が整備できないため、健康的な生活をお

くるために、市が合併浄化槽の設置者に補助する必要があります。 

 

 



３ 公共施設の整備計画 

   平成３０年度から平成３４年度までの５年間 

（単位 千円） 

 

区

分 

事業費 

財源内訳 
一般財源の

うち辺地対

策事業債の

予定額 

 事業主 

 特定財源 一般財源 

施設名 体名 

道路 飛騨市 262,000 158,510 103,490 103,300 

診療施設 飛騨市 50,000  50,000 50,000 

消防施設 飛騨市 15,300  15,300 15,200 

下水処理施設 飛騨市 2,205 1,470 735 500 

合計 329,505 159,980 169,525 169,000 

注 （   ）は全体事業費 

 

当初計画策定     平成  年  月  日 

第１次変更計画策定  平成  年  月  日 

第２次変更計画策定  平成  年  月  日 

 

      

 


